
 （総則） 

第１条 売払人及び買受人は、頭書の不用物品売払契約に関し、この契約書に基づき、別紙仕様書その他文書に従い履行しなければならない。 

  (権利又は義務の譲渡等) 

第２条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、売払人の承諾を得た場合は、この限りでは

ない。 

  (物品の引渡し） 

第３条 売払物品の引渡しは、売払人の指示した文書その他に従って行うものとする。 

２ 買受人は、売払物品を搬出するときは、別に定めるところにより、売払人の確認を受けなければならない。 

３ 売払物品の搬出に必要な費用は、買受人の負担とする。 

  (危険負担) 

第４条 天災その他不可効力により売払物品が滅失又はき損したときは、その滅失又はき損が売払物品の引渡し前の場合にあっては売払人の負担とし、引渡

し後の場合にあっては買受人の負担とする。 

  (瑕疵担保） 

第５条 売払人は、売払物品引渡し後において当該物品の瑕疵担保の責任は負わない。 

  (契約内容等の変更） 

第６条 売払人は、必要があるときは、売払物品の規格等を変更させ、又は売払いを一時中止させることができる。 

２ 買受人は前項により買受人に損失が生じた場合、売払人にその補償を請求することができない。 

３ この契約締結後、市場に著しい変動があった場合は売払人と買受人とが協議の上、この契約単価を変更することができる。 

  （売払人の契約解除権） 

第７条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

  (1) この契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。 

 (2) その他この契約上の義務に違反し、その違反によってこの契約の目的を達成することができないおそれがあるとき。 

 (3) 資産信用状態が著しく低下したとき。 

 (4) やむを得ない理由によりこの契約の解除を申し出たとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の１０分の１に相当する額を違約金として売払人の指定

する期日内に支払わなければならない。 

(1)  前項第1号から第３号までの規定によりこの契約が解除された場合 

(2)  買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合 

３ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1)  買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

(2)  買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

(3)  買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

  （談合その他不正行為による解除） 

第７条の２ 売払人は、買受人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

  (1)  公正取引委員会が、買受人に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）に違反する

行為（以下「独占禁止法違反行為」という。）があったとして、独占禁止法第６１条第１項に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を

行い、当該排除措置命令が確定したとき（当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定する抗告訴訟（以

下この条において「抗告訴訟」という。）が提起されたときを除く。）。 

 (2) 公正取引委員会が、買受人に独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金の納付命令（以下「課徴金の納付命令」という。）を行い、当該納付命令が

確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたと

きを除く。）。 

 (3) 公正取引委員会が買受人に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、買受人が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴

え却下の判決が確定したとき。 

  (4)  公正取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令（これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体（以下「買受人等」と

いう。）に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべ

てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。）において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行として

の事業活動があったとされたとき。 

  (5) 排除措置命令等により、買受人等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が、当該期間（排除措置命令等に係る事件について、公正取引委員会が買受人に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当

該取引分野に該当するものであるとき。 

 (6) 買受人（買受人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）に対する刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占

禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の１０分の１に相当する額を違約金として売払

人の指定する期日内に支払わなければならない。 

（暴力団排除措置による解除） 

売払（単価） 



第７条の３ 売払人は、買受人（買受人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。）が、次の各号のいずれかに該当したとき

は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

(1) 買受人が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）であるとき。 

(2) 買受人の役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括す

る者（営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法

人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴対法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

(3) 買受人の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 

(4) 買受人の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用しているとき。 

(5) 買受人の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力

し、又は関与しているとき。 

(6) 買受人の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

２ 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の１０分の１に相当する額を違約金として売払

人の指定する期日内に支払わなければならない。 

（不当要求による解除） 

第７条の４ 売払人は、買受人（買受人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。）が、自ら又は第三者を利用して次の各号

のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて売払人の信用を棄損し、又は売払人の業務を妨害する行為 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が売却する売払物品の買受人として不適切であると認められる行為 

２ 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、買受人は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の１０分の１に相当する額を違約金として売払

人の指定する期日内に支払わなければならない。 

  （買受人の契約解除権） 

第８条 買受人は天災その他やむを得ない理由により、売払物品の搬出をすることができないときに限り、この契約の全部又は一部の解除を申し出ることが

できる。 

  （談合等に係る違約金等） 

第９条  買受人は、この契約に関して、第７条の２第１項各号のいずれか又は第７条の４に該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問わず、

契約単価に予定数量を乗じて得た額の１０分の２に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第７条の２第

１項第１号から第５号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７

年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売である場合その他売払人が特に認める場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、売払人に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、売払人は、その超過分につき賠償を請求することが

できる。 

 （売払代金） 

第１０条  買受人は、売払代金を売払人が発行する納入通知書により、その定められた期限内に納付するものとする。 

２ 買受人は、前項の期限までに売払代金を納付しなかった場合は、当該期限内の翌日から納付した日までの日数に応じ売払代金につき契約締結の日におい

て適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により定められた率の割合で計算した金額を違約

金として売払人の指定した期日までに支払わなければならない。 

３ この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、売払人は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。 

（不当介入への対応） 

第１１条 買受人は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして

合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害（以下「不当介入」という。）を受けたときは、当該不当介入

を管轄する警察署長に通報するとともに、売払人に報告しなければならない。 

２ 買受人は、前項の規定による売払人への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがある

ときは、売払人に履行期間の延長等を請求することができる。 

３ 売払人は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。 

  （契約規則の遵守） 

第１２条 この契約に定めるほか、この契約の履行にあたっては、関係法令及び岐阜市契約規則（昭和３９年岐阜市規則第７号）を遵守しなければならない。 

  （質疑等の決定） 

第１３条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、売払人と買受人とが協議の上これを定める。 


